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提案・要望の要旨
中山間地域等直接支払制度の継続と改善

農用地の面積要件を緩和するなどの改善

米の生産調整との整合性要件の廃止

現状と課題
【現 状】

平成 年度の中山間地域等直接支払制度の実施状況

【課 題】
直接支払制度は平成 年度までの 年間実施されることになっています

が、平成 年度以降の次期対策の有無が明らかにされていません。

当県の実態と比較して交付要件が厳しいため、協定締結率（面積）が全国
平均と比べ低い状況にあります。
米の生産目標数量と県産米の需要の実態との乖離が大きいなかで、集落

協定認定要件である 米の生産調整 との整合性を図ることが困難となっ
ています。
対象農用地である農振農用地面積が ヘクタール未満の自治集落が多い

など、集落協定締結要件の確保が困難になっています。

当県で直接支払制度を推進していくためには、次期対策継続の早期決定と
ともに、今までの取り組みの中で明らかになった推進上の課題・問題点を踏
まえた制度の改善が必要となっています。

制度対象見込総面積 交付金対象面積 割合 備 考
％ 集落協定 、個別協定

制度対象自治集落数 協定締結自治集落数 割合
％
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これまでの取り組み状況等

集落協定を締結した集落の活動を支援する県単独の集落再生特別対策事業
（集落が共同で行う小規模な基盤整備、共同利用のための機械施設整備、高
齢者を対象としたレンタルハウス整備）を平成 年度まで実施してきました
が、平成 年度からの新規事業である中山間農業活性化事業でも集落の取り
組みを支援していくこととしています。

提案・要望の具体的内容、参考図書等

中山間地域等直接支払制度の継続と改善

本制度の導入により中山間地域の耕作放棄地の増加に一定の歯止めがか
かるなど多面的機能の維持に効果が上がっているので、平成 年度以降も
本制度を継続すること
その際、当県のように急峻な山間部が多い地域では狭小な農地が多いた

め、農用地の面積要件（ ヘクタール以上）を緩和するなど、地域の実情
を踏まえた制度の改善を図ること

本制度と異なる政策目的で実施されている米の生産調整との整合性につ
いての要件を廃止すること


